
事 業 名 称 
鳥取県における民・官・地域が連携した空き家の掘り起こし 

～利活用促進の体制強化～ 

事 業 主 体 名 とっとり空き家利活用推進協議会 

連 携 先 鳥取県、県内市町村、県内教育機関 

対 象 地 域 鳥取県全域 

事 業 の 特 徴 

１．空き家の掘り起こし強化 

  ・相談窓口と専門団体のサポート体制構築 

  ・相談体制の周知、無料相談会の実施など 

２．空き家利活用の促進強化 

  ・地域団体等との連携、人材育成強化など 

  ・行政や教育機関等との連携活動の推進 

成 果 

・「ワンストップ相談窓口の整備」と「専門家団体との連携体制構築」 

・ホームページからの相談を可能とする「相談入力フォームの新設」 

・「空き家・空き土地・こまりごと無料相談会」の実施 

・空き家所有者等向け「空き家ガイドブック」の作成 

・行政との協力による「空き家利活用シンポジウム」の開催 

・「空き家利活用先進地視察会」の開催 

・教育機関との連携による「学生デザインコンペ（空き家利活用）」の開催 

・行政や地域団体等との連携による「空き家予備軍へのアプローチ」の取組 

成果の公表先 

・＜ＰＤＦ＞協議会ホームページでの紹介 

・＜冊子等＞協議会構成団体、行政（県、県内市町村）への提供、 

無料相談会、関連イベント等での配布 

 

１．事業の背景と目的 

 市場に流通しない空き家や老朽化し危険な状態に至る空き家が増加し大きな社会問題となって

きたことに鑑み、不動産事業に関連する団体に加え、行政もオブザーバーとして参加し、平成 28

年に「とっとり空き家利活用推進協議会」が設立された。 

これまで専門家団体としての知見を活かし空き家利活用の推進活動に取り組む中で様々な課題

が浮かんできているが、特に以下の課題についての対応が重要と感じている。 

・空き家所有者が抱える様々な悩みを気軽に相談してもらえる環境がなく、空き家の掘り起しや

マッチングにつながりにくい。 

・空き家問題や利活用に関する有益な情報がバラバラに提供されていて分かりづらい。 

・空き家の掘り起しには、空き家所有者や地域住民の意識啓発が重要。 

・空き家の掘り起しや利活用には、地域で活動する中間団体（地域のまちづくり団体等）が橋渡

しをすることが有効であるが、人材や知識が不足している。 

・空き家の利活用を進めていくためには、地域の実情に応じた活用策の創出や、地域の空き家の

担い手等を育成していく必要がある。 

 今モデル事業では、官・民・地域が連携し、空き家利活用の強化に向けた相談窓口の体制整備を

軸に、無料相談会の開催やシンポジウムによる意識啓発活動等を織り交ぜることにより、鳥取県に

おける空き家利活用推進活動の基盤づくり・体制強化・機運醸成を図ることを目的とする。 



２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

●準備・体制づくり ＳＴＥＰ 

 ①相談体制の構築 ②相談対応ノウハウの蓄積 

  ・不動産事業の専門団体等で構成する協議会として一元化された相談窓口の設置を計画。 

・ワンストップでの相談対応を目指す窓口となる「とっとり暮らし住宅相談員」との連携

や知見の共有、各専門家団体への連絡ルートやサポート体制を模索。 

●周知・普及 ＳＴＥＰ 

 ③相談窓口の周知・利用促進 ④空き家相談への誘引・意識啓蒙 

  ・パンフレットやホームページのリニューアル等による相談窓口の周知。 

  ・空き家ガイドブックの作成や、空き家利活用シンポジウムの開催により、主に空き家所

有者に対する意識啓発や空き家相談への誘引活動を実施。 

●相談対応・掘り起こし ＳＴＥＰ 

 ⑤相談対応の実施 ⑥連携フィードバック 

  ・ワンストップ相談窓口の運営および無料相談会の開催等による空き家相談の実施。 

  ・相談内容に応じ、行政が運営する空き家バンク等へ連携。 

●底上げ・拡充 ＳＴＥＰ 

 ⑦提供情報の強化・充実 ⑧人材育成 ⑨空き家の予備軍へのアプローチ 

  ・相談対応等の負荷軽減を目指し、ホームページでの有効事例掲載の仕組みづくり。 

  ・空き家利活用の先進地の視察や、県内で建築を学ぶ学生を対象に空き家利活用に関する

デザインコンペを開催する等、地域や次世代の担い手づくりを進める取組を実施。 

  ・将来空き家となる可能性のある高齢世帯等へのアプローチ（空き家化防止の取組） 

【図表１】取組フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表２】役割分担表 

取組内容 具体的な内容 担当者 業務内容 

①相談体制の
構築 

相談窓口体制・手
法の確立 

・宅地建物取引業協会 
・とっとり暮らし住宅相談員

空き家所有者等に向けた相談窓口の運
用検討を行い、実施体制を確立する。 

専門家との連携体
制の検討～構築 

・各構成団体 
専門家団体への相談引継ぎ方法の検
討、試行等を行い、連携体制を構築。 

ホームページから
の相談入力フォー
ムの整備 

・事務局 
・とっとり暮らし住宅相談員

ホームページの拡充強化の検討を行
い、入力フォームの整備～相談員の対
応オペレーションの検討等を行う。 

②相談対応ノウ
ハウの蓄積 

相談対応ノウハウ
の蓄積、 
窓口と専門家団体
との情報共有等 

・宅地建物取引業協会 
・事務局、県 

相談窓口の運用を通じ、対応ノウハウの
蓄積を行うとともに、相談窓口の担当者
及び連携先の専門家団体等との情報共
有による基礎知識の向上等を図る。 

③相談窓口の
周知・利用促進 

パンフレット等によ
る相談窓口の周知 

・事務局 
・各構成団体 

協議会及びワンストップ相談窓口を案内
するパンフレットにより、関係先や空き家
所有者等への周知を図る。 

ホームページでの
周知検討・作成 

・事務局、県 
協議会活動及びワンストップ相談窓口を
案内するホームページを制作し、相談窓
口の利用促進を図る。 

④空き家相談
への誘引・意識
啓蒙 

空き家ガイドブック
の作成 

・企画委員会、県 
空き家にまつわる情報や支援制度、相
談先等を総合的に網羅した鳥取県版の
空き家ガイドブックを作成する。 

空き家ガイドブック
の普及による周知
活動 

・企画委員会、県 
空き家ガイドブックの普及を通じ、空き家
所有者等に対する対策の重要性の訴求
や意識啓蒙を進める。 

空き家利活用シン
ポジウムの開催 

・企画委員会、県 
空き家利活用に向けた活動への理解や
機運醸成を図るためのシンポジウムを
市町村と協力し開催する。 

⑤相談対応の
実施 

ワンストップ相談窓
口の運営 

・宅地建物取引業協会 
・とっとり暮らし住宅相談員

空き家に関する幅広い相談を一元的に
受け付けるワンストップ相談窓口を運営
し、相談対応業務を担う。 

空き家無料相談会
の開催 

・各構成団体 
不動産関連の専門家による無料相談会
を開催。（県内３会場で年２回開催） 

⑥連携・フィード
バック 

空き家バンク等へ
の連携・フィードバ
ック等 

・事務局 
・とっとり暮らし住宅相談 

相談内容に応じ、空き家バンクへの登録
案内や、市町村担当者へのフィードバッ
ク等を行う。 

⑦提供情報の
強化・充実 

ホームページの充
実（相談事例の掲
載等） 

・事務局、県 
ホームページでの情報充実による電話
対応負荷等の削減を目指し、有効事例
等を掲載する仕組みづくりを進める。 

⑧人材育成（活
用提案・企画） 

空き家利活用先進
地視察会の開催 

・企画委員会、県 
地域のまちづくり団体等とともに、空き家
利活用に関する知識を深め、活動レベ
ル向上を図るための研修会を開催。 

学生デザインコンペ
の開催（地域特性
を活かした空き家
の利活用） 

・建築士会、県 

県内市町の空き家バンク物件等を題材
とし、県内の大学や高専等で建築を学
ぶ学生を対象とした空き家利活用のデ
ザインコンペを開催する。 

⑨空き家の予
備軍へのアプロ
ーチ 

福祉団体との連携
による独居世帯へ
のアプローチ 

・事務局、県 
県居住支援協議会等と連携し、将来空
き家となる可能性のある独居世帯へ将
来の居宅活用のアンケート等を実施。 



【図表３】事業実施スケジュール表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業の取組詳細 

①相談体制の構築 ②相談対応ノウハウの蓄積 

不動産事業に関連する専門家団体が別々に相談対応を実施しており、また団体間の横連携も

不十分な状態であったため、協議会として一元化された相談窓口の設置が望まれたが、常設窓

口の運営に必要な費用等の課題もあり、既存の類似事業との連携による実現を模索した。 

従来から主に移住希望者向けの住宅相談対応等を行っている「とっとり暮らし住宅相談員」

（県が宅地建物取引業協会に委託している既存機能）が空き家のワンストップ相談窓口を兼ね、

内容に応じ専門家団体と連携することで的確な対応を行うことのできる体制の検討を進めた。 

連携体制の構築以前は、各専門家団体内に明確な相談対応フローがなかったため、今回の取

組に合わせ各団体内で新たに相談の流れの明確化と対応体制の整備を行った。 

あわせて、相談員の対応時間外でも相談受付等を可能とするため、協議会のホームページ内

に「相談入力フォーム」機能の新設を行った。 

また、ワンストップ相談窓口の運営を通じ、各相談員を中心に知見の蓄積を図るとともに、

相談員と専門家団体との情報共有を行うことで、専門知識等の向上を図った。 

窓口機能を受け持つ相談員については、空き家相談の窓口を兼ねることで業務量が増加する

8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

相談窓口体制・手法の確立

専門家との連携体制の
検討～構築

ホームページからの
相談入力フォームの整備

②相談対応ノウハウの蓄積
対応ノウハウの蓄積、
窓口と専門家との情報共有等

パンフレット等による
相談窓口の周知

ホームページの整備による
周知検討

空き家ガイドブックの作成

空き家ガイドブックの普及による
周知活動

空き家利活用シンポジウムの
開催

ワンストップ相談窓口の運営

空き家無料相談会の開催

⑥連携・フィードバック
空き家バンク等への
連携・フィードバック等

⑦提供情報の強化・充実
ホームページの充実
（相談事例の掲載等）

空き家利活用先進地視察会の
開催

学生デザインコンペの開催

⑨空き家の予備軍への
　　　　　アプローチ

福祉団体との連携による
独居世帯へのアプローチ

ＳＴＥＰ 具体的な取組内容取組内容

準備
体制づくり

①相談体制の構築

④空き家相談への
　　　　　　誘引・意識啓蒙

⑤相談対応の実施

底上げ
拡充

令和元年度

周知・普及

相談対応
掘り起こし

③相談窓口の
　　　　　　周知・利用促進

⑧人材育成
　　　　（活用提案・企画）



懸念があったが、むしろ新たに専門家からのサポートを受けられることで従来業務についても

効率化が期待されるとのことで、歓迎姿勢でのスタートとなった。 

 

③相談窓口の周知・利用促進 

ワンストップ相談窓口の開設に合わせ協議会のパンフレットを刷新し、相談窓口の連絡先を

分かりやすく明記。関係先や行政窓口等への配布を通じ、相談窓口開設の周知を図った。 

また、協議会のホームページの機能拡充に合わせ「ワンストップ相談窓口」や「専門家団体

によるサポート対応」の紹介、「相談入力フォーム」等の案内を掲載することで、空き家相談

窓口の活用促進を進めている。 

 

④空き家相談への誘引・意識啓蒙 

主に空き家所有者への訴求～意識啓発、相談への誘引を目的として「空き家ガイドブック」

を作成。従来は関係組織からバラバラで提供されていた空き家関連の情報を、協議会を構成す

る専門家団体と行政機関が協力して冊子形式に集約した。作成後、関係先や行政機関に配布・

提供するとともに、協議会ホームページからもデータ配布を予定している。 

また、空き家利活用に向けた取組への理解促進や地域の機運醸成を図るため、「空き家利活

用シンポジウム」を開催。地域毎の課題やニーズにあわせ、開催市町とともにテーマの設定や

講師（テーマに応じた先駆者）・パネリスト（地域の実践者）の選定を行う等、官民が協力し

て地域を巻き込みながら取組を進めた。 

 

⑤相談対応の実施 ⑥連携・フィードバック 

新たに構築したワンストップ相談窓口＋専門団体のサポート体制により、空き家に関する相

談対応を安定的に実施。また、ワンストップ相談窓口での電話中心の相談対応に加え、不動産

の専門家（宅地建物取引士、建築士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士）による対面形式で

の無料相談会を、東部・中部・西部の３地区で年２回（延べ６回）開催。 

相談者のニーズに応じ、行政が運営する空き家バンク等を紹介し、行政の担当者にもフィー

ドバックする等、官民の垣根を超えた連携により、円滑な空き家相談対応を進めている。 

 

⑦提供情報の強化・充実 

ワンストップ相談窓口での相談対応を進める中で蓄積される事例のうち、有効事例をホーム

ページで公開し、充実を図ることで、閲覧による自己解決～相談対応の負荷抑制が可能となる

ことを目指し検討を進めた。持続性を考慮し、事例公開のための作業負担が最小限になるよう、

ホームページの相談入力フォームと連携した仕組みとすることで省力化を実現している。 

 

⑧人材育成（活用提案・企画） 

空き家の掘り起しや利活用には、不動産の専門家や行政の取組だけではなく、地域で活動す

る中間団体（地域のまちづくり団体等）の声掛けや橋渡し等も有効であり、地域ニーズに合わ

せた活用策の創出や活動の担い手育成に協力して取組む必要がある。 

協議会では、地域のまちづくり団体との接点づくりと専門家としての知識向上を目的に、空

き家利活用の先進地視察会を実施し、活動の底上げを図った。 

また、県内の教育機関（大学・短大・高専）の建築学科等で学ぶ学生を対象に「地域特性を

活かした空き家の利活用」をテーマとした設計デザインコンペティションを実施。題材とする

空き家を県内市町が運営する空き家バンク等から提供してもらうことで、教育機関と行政との



接点づくりに寄与するとともに、建築を学ぶ若き担い手に対し、空き家利活用に対する意識の

醸成や新たなアイデア創出等を促す場とした。 

 

⑨空き家予備軍へのアプローチ 

空き家利活用を進める際、活用可能と思われる空き家でも老朽化が進行しており、改修費用

が高額となるというケースが多いため、行政や福祉事業者、地域団体等と協力し、将来空き家

となる可能性が高い高齢者世帯に対し、居住者が存命のうちに将来の居宅の活用イメージ等を

共有することで、空き家化し放置される期間を短くするための取組（仕組み）について検討を

進めた。 

 

（３）成果 

①「ワンストップ相談窓口の整備」と「専門家団体との連携体制構築」 

従来の「とっとり暮らし住宅相談員」機能に空き家相談のワンストップ相談窓口の役割を加

え、かつ相談内容に応じて協議会を構成する各専門家団体がサポートする連携体制を構築。 

また、協議会のパンフレットも刷新し、相談窓口の周知を進めている。 

【図表４】相談窓口と専門家による連携サポート体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表５】とっとり空き家利活用推進協議会パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②ホームページからの相談を可能とする「相談入力フォームの新設」 

相談体制の構築と併行して、協議会のホームページを強化・刷新（機能拡充）し、新たに「相

談入力フォーム」等の機能を追加した。 

従来は電話での相談受付で相談員が対応できる時間が限られていたが、「相談入力フォーム」

の新設により、空き家所有者等が夜間等でも時間を気にすることなく相談内容を入力し、相談

を依頼することが可能。より相談してもらいやすい環境が整った。 

【図表６】とっとり空き家利活用推進協議会ホームページ（※画像はテスト版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「空き家・空き土地・こまりごと無料相談会」の実施 

ワンストップ相談窓口での相談対応に加え、不動産の専門家等により面談形式での無料相談

会を開催。 

【開催結果】※年２回（延べ６会場）での累計 

・来場組数：１１９組（相談件数：延べ１６２件） 

・相談種別：空き家３４％ 空き土地３０％ その他３６％ 

・相談内容：売却３７％ 相続１７％ 賃借６％ 解体５％ 管理５％ 



【図表７】空き家・空き土地・こまりごと無料相談会ちらし・開催風景（鳥取会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④空き家所有者等向け「空き家ガイドブック」の作成 

不動産に関係する団体や行政機関等からそれぞれ別々に提供されていた空き家関連の情報

を集約した冊子を作成。（Ａ４サイズ・２０頁） 

協議会関係団体の他、行政の空き家担当課等にも冊子を提供し、広く活用いただくとともに、

協議会のホームページからもデータの閲覧・ダウンロードを可能とし、空き家所有者等への意

識啓発等にも活用を進めていく。 

 

【目 次】 

１．空き家の問題 

 （１）鳥取県の空き家の現状 

 （２）空き家を放置するリスク 

 （３）空家等対策の推進に関する特別措置法 

２．空き家の管理 

 （１）空き家になる前に考えておきましょう 

 （２）空き家になったら状態に応じた対応をしましょう 

 （３）空き家は適正に管理しましょう 

 （４）空き家を活用しましょう 

３支援制度 

 （１）空き家の利活用に役立つ制度 

 （２）空き家のための補助制度等 

４．相談窓口 

 （１）ワンストップ相談窓口 

 （２）専門家等の相談窓口 

 （３）行政の相談窓口 



【図表８】空き家ガイドブック（表紙、裏表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表９】空き家ガイドブック（もくじ、P1.鳥取県の空き家の現状） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 10】空き家ガイドブック 

（P2.空き家を放置するリスク、P3.空家等対策の推進に関する特別措置法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 11】空き家ガイドブック（P4-P5.空き家になる前に考えておきましょう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 12】空き家ガイドブック 

（P6.空き家になったら状態に応じた対応をしましょう、P7.空き家は適正に管理しましょう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 13】空き家ガイドブック（P8-P9.空き家を活用しましょう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 14】空き家ガイドブック（P10-P11.空き家の利活用に役立つ制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 15】空き家ガイドブック（P12-P13.空き家のための補助制度等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 16】空き家ガイドブック（P14.ワンストップ相談窓口、P15.専門家等の相談窓口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 17】空き家ガイドブック（P16-P17.行政の相談窓口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤行政との協力による「空き家利活用シンポジウム」の開催 

空き家利活用の取組について、地域の理解と活動の盛り上げを図るため、行政と協力して「空

き家利活用シンポジウム（講演＋パネルディスカッション）」を開催した。 

【第１回開催概要】 

・開催日：2019 年 8 月 17 日（土） 

・開催地：鳥取県岩美町 

・講演者：金野 幸雄 氏（一般社団法人ノオト代表理事） 

・テーマ：「歴史的資源を活用した観光まちづくり」 

・参加者：９０名（空き家所有者、地域のまちづくり団体メンバー、行政担当者等） 

【第２回開催概要】 

・開催日：2019 年 10 月 25 日（金） 

・開催地：鳥取県米子市 

・講演者：塩田 大成 氏（株式会社ビルススタジオ） 

・テーマ：「空き店舗・未利用空間を活用した地域づくり」 

・参加者：１０２名（空き家所有者、地域のまちづくり団体メンバー、行政担当者等） 

【図表 18】空き家利活用シンポジウムちらし・開催風景（岩美町開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 19】空き家利活用シンポジウムちらし・開催風景（米子市開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥「空き家利活用先進地視察会」の開催 

空き家利活用の知識を深め、活動の底上げを図るため、空き家利活用の先駆的な取組を学ぶ

研修会（視察会）を実施。鳥取県内では事例の少ない「古民家を活用した宿泊施設」の事例や

「建物の立地環境を活かした魅力（価値）づくり」等を学ぶとともに、普段は交流が少ない専

門家とまちづくり団体との接点づくりの場となった。 

【開催概要】 

・開催日：2019 年 11 月 12 日（火）～13 日（水） 

・視察先：兵庫県丹波篠山市、京都府伊根町 

・テーマ：・古民家空き家等、遊休不動産の利活用 

     ・地域に残る歴史的資源を活かした観光まちづくり 

・参加者：１４名（宅地建物取引士、建築士、地域のまちづくり団体メンバー等） 

【図表 20】空き家利活用先進地視察会の様子（京都府伊根町訪問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦教育機関との連携による「学生デザインコンペ（空き家利活用）」の開催 

県内の教育機関と連携し「地域特性を活かした空き家の利活用」をテーマとした学生デザイ

ンコンペティションを開催。 

【開催概要】 

・趣 旨：建築設計等を学ぶ学生の目線で、実在する空き家を題材に、地域特性を 

活かした利活用方法を検討し、新たな着眼点を提起し、実際の利活用に 

向けた機運醸成につながる提案を求める。 

・参加校：鳥取大学､鳥取短期大学､米子工業高等専門学校､ 

・期 間：平成３１年４月～令和元年９月末 

・審 査：１次審査：令和元年１０月２０日 

最終審査：令和元年１１月３０日（公開プレゼンテーション） 

・応募数：２３組（４７名）  

【図表 21】学生デザインコンペティションの審査会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 22】学生デザインコンペティション入賞作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 23】学生デザインコンペティション応募作品一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧行政や地域団体等との連携による「空き家予備軍へのアプローチ」の取組 

行政や福祉事業者、地域団体等と協力し、将来空き家となる可能性が高い高齢者世帯を対象

としたアプローチについて検討。高齢者世帯と関わりが強いケアマネージャ等が、住まいに関

する情報を得て、行政の空き家バンクへの事前登録につなげるスキームをまとめた。 

（サポートする行政・地区協議会等の準備が整い次第モデル地区を選定し実践予定） 

【図表 24】ケアマネージャ等との連携スキーム（検討案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．評価と課題 

今回のモデル事業により、行政や不動産に関わる団体が連携し、相談窓口の一元化や連携体制

の構築といったプラットフォームの整備が進み、ワンストップ対応や的確なアドバイスの提供、

知見や経験の共有や蓄積等、空き家相談への対応力が向上したが、空き家所有者等に向けた周知

はまだまだ十分とは言えない（今年度のワンストップ相談窓口での対応件数：平均 10 件／月）。

掘り起しの強化・利活用の促進に向け、相談窓口開設のさらなる周知が必要と考えられ、モデル

事業で整備したガイドブックやホームページ等を活用し、行政や関係先、地域のまちづくり団体

等とも連携をとりながら、積極的な周知を進めていきたい。 

また、行政や教育機関等と連携した「空き家シンポジウム」や「学生デザインコンペ」の開催

等、専門家団体で構成する協議会として、地域の意識啓発や機運醸成、人材育成等について、一

定の取組を進めることができた。地域（特に中山間地域）の空き家の掘り起しや利活用希望者と

のマッチングには地域に根付く団体との連携が有効であり、今後も専門家団体として、より地域

で空き家利活用に取り組む団体等の活動に対し協力・連携を進めていく必要があると考えている。 

モデル事業の取組の中で、空き家発生の予防の観点から「空き家予備軍へのアプローチ」のス

キームについて検討を行ったが、具体的な実践はこれからであり、引き続き行政や地域の団体等

と協力し取組を進めていきたい。 

 

４．今後の展開 

 ・ワンストップ相談窓口の周知強化による掘り起こしの促進 

 ・相談事例の蓄積～ホームページでの有効事例の公開 

 ・空き家ガイドブックの普及による意識啓発の促進 

 ・行政（市町村）や地域のまちづくり団体との連携強化 

 ・空き家予備軍への具体的アプローチの実践 
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